
愛媛県立松山東高等学校体育館空調設備利用サービス提供業務に係る契約書

（案） 

 

愛媛県立松山東高等学校PTA会長 二宮 以紀（以下「甲」という。）と  

（以下「乙」という。）は、愛媛県立松山東高等学校体育館 

空調設備利用サービス提供業務について、次のとおり契約を締結する。 

 

（信義誠実の原則） 

第１条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならな

い。 

（契約の内容） 

第２条 乙は、甲に対して、この契約の条項に従って愛媛県立松山東高等学校に

空調設備機器等（以下「機器」という。）の使用及び維持管理等に関するサー

ビスを提供し、甲は乙に対して空調設備利用サービス料金（以下「サービス料

金」という。）を支払うものとする。 

２ 機器は、別紙「機器明細書」のとおりとする。 

（設置場所） 

第３条 機器の設置場所は、「愛媛県立松山東高等学校体育館」とする。 

（契約期間） 

第４条 空調設備について、令和４年５月31日までに設置を完了の上、空調機器

を稼働した月の翌月から10年間（120箇月）とする。ただし、10年間経過後、空

調機器に特に異常がない場合は、甲乙協議の上、延長期間を設定できるものと

する。 

（サービス料金） 

第５条 空調サービスの提供に関わる料金は、基本熱料金（設備費用、設備維持

費用など）及び従量熱料金（電気・ガス料金相当）で構成するものとする。 

２ 基本熱料金は、月額______________円（うち消費税および地方消費税の額

_____________円）とする。なお、延長期間の基本熱料金については、甲乙協議

の上定めるものとする。 

３ 従量熱料金は、乙が設置する空調設備の当該月の電気・ガス使用量を以て算

定した電気・ガス料金相当額に消費税及び地方消費税の額を加えた金額とし、

乙は甲が指定する日までにその金額を甲へ通知するものとする。 

  ただし、甲から乙への毎月の支払額は乙による電気・ガス料金試算に基づき

月額＿＿＿＿＿＿＿＿円（うち消費税および地方消費税の額＿＿＿＿＿＿円）

とし、甲及び乙は、毎年３月分の従量熱料金確定後、当該年度分の従量熱料金

合計額と甲の当該年度分の既支払い従量熱料金との差額を清算するものとす



る。 

４ この契約の期間中に乙の責めに帰すべき事由により甲が機器を使用できなか

ったとき、又は乙がこの契約を解除したときのサービス料金は、日割り計算

（円未満切り捨て）によって算定する。 

５ サービス料金について、サービス提供期間に１月に満たない端数日を生じた

場合には、日割り計算（円未満切り捨て）をするものとする。 

６ 前項の規定による月額サービス料金の日割り計算は、暦日数により行うもの

とする。 

（保守点検） 

第６条 前条のサービス料金には、機器の保守点検並びにフィルター清掃等の維

持管理に係る費用を含むものとする。 

２ 乙は、甲が機器を常に完全に使用できるよう、その責任において保守点検を

行い、年２回以上のフィルター清掃等の維持管理を行うものとする。 

３ 乙は、甲の承諾を得た上で、前項の保守点検やフィルター清掃等を事業者に

委託して行うことができるものとする。更に、委託を受けた事業者は、甲の承

諾を得た場合に限り再委託することができるものとする。 

（契約保証金） 

第７条 契約保証金は＿＿＿＿＿＿＿円とする。 

２ 乙は、契約期間終了後、甲に契約保証金の返還を請求するものとする。 

３ 契約保証金には、利子を付さないものとする。 

※注）会計規則第154条各号に該当する者で免除の場合は、第１項を「契約保証金は、

免除する。」とし、第２、３項は削除する。 

（サービス料金の支払） 

第８条 乙は、当月分のサービス料金を翌月に甲に請求するものとする。 

２ 甲は、前項の請求を受け、適正と認めたときは、これを30日以内に乙に支払

うものとする。 

３ 乙は、甲の責に帰する事由により前項の規定によるサービス料金の支払が遅

れた場合には、甲に対して政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める

告示（昭和24年12月12日大蔵省告示第991号）の割合で遅延利息の支払を請求す

ることができる。 

（機器の引渡し） 

第９条 乙は、機器を甲の指定する場所に設置し、使用可能な状態に調整した

後、甲に引き渡すものとする。 

２ 前項の設置、調整、引渡しに要する経費は、乙の負担とする。 

（機器の管理） 

第10条 甲は、機器の使用及び管理については、善良な管理者の注意をもって行



うものとする。 

（秘密の保持） 

第11条 乙（乙の社員及び乙の指定する者を含む。）は、機器の設置場所に立ち

入って得た業務上の秘密を第三者に漏えいしてはならない。 

２ 前項の規定は、この契約期間の満了後及び契約解除後も同様とする。 

（契約不適合責任） 

第12条 乙は、機器の貸付中であっても、その品質、規格又は数量に関して契約

の内容に適合しないもの（以下、「契約不適合」という。）であるときは、修

理又は取替えの義務を負うものとする。 

２ 甲は、前項に規定する場合において、相当の期間を定めて履行の追完の催告

をしたにもかかわらず、その期間内に履行の追完がないときは、その不適合の

程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次号のいずれかに

該当する場合は催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができ

る。 

(1)  履行の追完が不能であるとき。 

(2)  乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

(3)  契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に

履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が

履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 

(4)  前３号に掲げる場合のほか、甲が前項の催告をしても履行の追完を受ける

見込みがないことが明らかであるとき。 

（損害賠償） 

第 13条 甲が自己の責めに帰すべき理由により、機器を滅失又は使用不能（修理不

可能）の状態に毀損したときは、乙は、甲にその賠償を請求できるものとする。 

（甲の解除権） 

第14条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しない場合において、相当の期

間を定めてその履行の催告をし、その期間内の履行がないときは、この契約を

解除することができる。 

２ 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の催告をす

ることなくこの契約を解除することができる。 

(1)  この契約に違反したとき。 

(2)  正当な理由なく業務に着手しないとき。 

(3)  サービス料金契約開始までに機器利用の見込みがないと認められるとき。 

(4)  業務の実施に関し不正の行為があったとき。 

(5)  正当な理由なく甲の指示に従わないとき。 

(6) 乙又は乙の代表役員等、一般役員等若しくは経営に事実上参加し若しくは



実質的に経営を支配している者が、暴力団関係者（暴力団員による不当な行為

の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団の関係者をいい、愛媛県

暴力団排除条例第２条第３号に規定する暴力団員等を含む。）であると認めら

れるとき。 

３ 第１項及び第２項の規定により契約が解除されたときは、乙は、月額サービ

ス料金に解除後の月数を乗じて得た金額の10分の１の額を違約金として甲に支

払うものとする。 

４ 前項の規定は、甲に生じた損害額が前項に規定する違約金の額を超える場合

においては、甲が乙に対して賠償を請求することを妨げるものではない。 

（談合その他不正行為による甲の解除権） 

第15条 甲は、乙（第３号及び第４号にあっては、乙が法人である場合において

はその役員又は使用人、個人である場合においてはその者又は使用人を含む）

がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除する

ことができる。 

(1)  公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭

和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。）第49条に規定する排除措置

命令（以下「排除措置命令」という。）を受け、当該排除措置命令が確定した

とき。 

(2)  公正取引委員会から独占禁止法第62条第１項に規定する納付命令（以下

「納付命令」という。）を受け、当該納付命令が確定したとき。 

(3)  刑法（明治40年法律第45号）第96条の６若しくは第198条又は独占禁止法

第89 条第１項若しくは第95条（独占禁止法第89条第１項に規定する違反行為

をした場合に限る。）の罪を犯したことにより、有罪判決が確定したとき。 

(4)  刑法第197条から第197条の４までに規定する賄賂を甲の職員（一般職及 

び特別職に属する職員をいう。以下この号において同じ。）、職員になろうと

する者又は職員であった者に供与し、又はその約束をしたとき（これらの者に

対して有罪判決が確定したときに限る。）。 

２ 前条第２項及び第３項の規定は、前項の規定に基づき契約を解除した場合に

準用する。 

（その他の甲の解除権） 

第16条 甲は、第14条第１項及び第２項又は前条第１項に定める場合のほか、必

要があると認めるときは、乙と協議の上、この契約を解除することができる。 

（賠償の予約） 

第17条 乙は、第15条第１項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除

するか否かを問わず、賠償金として、サービス料金にサービス提供期間の月数

を乗じて得た金額の10分の１に相当する額を支払わなければならない。契約が



満了した後も同様とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りではない。 

(1) 第15条第１項第１号又は第２号に掲げる場合において、排除措置命令又は納

付命令の対象になる行為が、独占禁止法第２条第９項の規定に基づく不公正な

取引方法（昭和57年公正取引委員会告示第15号）第６項に規定する不当廉売に

該当するとき。 

(2)  前号に掲げる場合のほか、甲が特に必要と認めるとき。 

２ 前項の規定は、甲に生じた損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合

においては、甲が乙に対して賠償を請求することを妨げるものではない。 

（機器の返還） 

第18条 甲は、サービス提供期間が満了後、延長契約を行わないとき、又は第14

条から第16条までの定めによりこの契約が解除されたときは、空調設備機器等

を速やかに撤去するものとする。ただし、乙が承諾したときは、この限りでは

ない。 

２ 前項を含む機器返還時の撤去費用については、甲の負担とする。 

（権利の譲渡） 

第19条 乙は、あらかじめ甲の承諾を得なければ、この契約上の権利の全部又は

一部を、第三者に譲渡することができない。 

（契約の費用） 

第20条 この契約の締結に関する費用は、乙の負担とする。 

（管轄裁判所） 

第21条 この契約から生じる一切の法律関係に基づく訴えについては、甲の事務

所の所在地を管轄する地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とす

る。 

（機器の移動） 

第22条 甲は、機器を設置場所から移動する必要が生じたときは、あらかじめ乙

に通知を行い、移動費用については、甲の負担とする。 

（協議） 

第23条 この契約の履行につき疑義を生じた事項又はこの契約に定めない事項に

ついては、その都度、甲乙協議して定めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 



 

この契約の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１

通を保有するものとする。 

 

令和  年  月  日 

 

 

甲    松山市持田町2丁目2－12 

            愛媛県立松山東高等学校 

PTA会長 二 宮  以 紀 

 

 

             乙   住所 

                商号又は名称 

                代表者氏名 


